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従 業 員 の 状 況
主 要 な 借 入 先 の 状 況
株 式 の 状 況
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会 計 監 査 人 の 状 況
業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況

計算書類
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求いただ
いた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

　なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆
様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りい
たします。

第37期定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

株式会社長栄
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従業員の状況、主要な借入先の状況

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

 254（ 63）名 4名増（1名増） 35.5歳 8.0年

事 業 区 分 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

不 動 産 管 理 事 業 220 （62）名 7名増 （1名増）

不 動 産 賃 貸 事 業 0 （  0） ー （　ー　）

全 社 （ 共 通 ） 34 （  1） 3名減 （　ー　）

合 計 254 （63） 4名増 （1名増）

従業員の状況（2025年３月31日現在）

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー等）は、最近１年間の平均人員を（　）
外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、間接部門に所属しているものであります。

借 入 先         借         入         額             (千円)

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 11,207,338

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 9,447,645

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 7,301,694

株 式 会 社 京 都 銀 行 6,962,574

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 3,544,032

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,150,378

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 2,786,116

株 式 会 社 み な と 銀 行 1,685,132

株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 1,275,184

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,174,572

株 式 会 社 南 都 銀 行 223,534

主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 15,000,000株
(2) 発行済株式の総数 4,473,400株
(3) 株主数 2,492名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

長 田 　 修 1,541,400 34.92

長 田  久 美 子 750,000 16.99

Ｏ Ｓ Ａ フ ィ ー ル ド 株 式 会 社 365,000 8.27

長 田 栄 臣 92,000 2.08

浅 原 正 和 63,500 1.44

株 式 会 社 グ ッ ド ア ッ ト 57,000 1.29

山 本 光 伸 49,900 1.13

長 栄 従 業 員 持 株 会 46,817 1.06

田 中 健 司 41,000 0.93

高 橋 　 慧 31,000 0.70

株 式 数 交 付 対 象 者 数
取 締 役
（ 社 　 外 　 取 　 締 　 役 　 を 　 除 　 く ） 20,000株 １名

株式の状況（2025年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．当社は、自己株式を59,400株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。また、表示未満を四捨五入して表示しておりま

す。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

－ 2 －
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新株予約権等の状況

第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年２月14日

新 株 予 約 権 の 数 136,100個
　

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数 普通株式 136,100株

　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 新株予約権１個当たり 1,400円

　

権 利 行 使 期 間 2022年２月15日から
2030年２月14日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 23,600個
目的となる株式数 23,600株
保有者数 3名　

新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約
権の状況

（注）1. 新株予約権の主な行使条件
本新株予約権者は本新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業
員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではな
い。権利者が死亡した場合、相続人による新株予約権の相続は認めない。

２. 社外取締役及び監査役には、新株予約権を付与しておりません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

－ 3 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,496千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,496千円

会計監査人の状況
(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監
査計画の内容及び報酬の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当会社は、法令及び定款に基づき、会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監

査役、監査役会及び会計監査人を設置する。また、取締役、監査役については、独立性の
ある社外取締役、社外監査役を選任する。

ロ. 取締役会は、原則として毎月１回開催することに加え、必要があるときは随時開催し、重
要な業務執行に関する意思決定を適時に行うとともに、各取締役の職務執行を適切に監督
する。

ハ. 取締役は、財務報告の信頼性を確保し、また会社情報を適正かつ適時に開示するために必
要な体制を整備する。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
　当会社は、取締役の職務の執行に関して様々な媒体で取り扱う業務上の情報について、保存
や廃棄、管理の方法、保存期間、情報システムの運用方法等を規程に定め、当該規程に従って
管理体制を整備して、情報を適切に保存・管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理体制の基礎となる規程を定め、リスク管理体制の構築の所管部署を定めるととも
に、事業に関連する様々なリスクの評価・検討を行って適切な対策を講ずるほか、不測の事態
が生じた場合には、迅速正確に事実関係を把握して適切な対応を取り得る体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 経営計画において毎年度の基本的な経営方針を定め、取締役会においてその方針に沿った

業務の進捗を適切に管理する。
ロ. 取締役会は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役会

が決定した特定の業務領域における業務を執行させる。
ハ. 各取締役の責任・権限及び業務の基本的枠組みを明確にして、意思決定を迅速かつ適正に

行い、業務執行を効率的に行う。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、「リスク管理・コンプライアンス

規程」を制定してリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、定期的及び必要に
応じて当会社のコンプライアンスの状況を調査し、必要に応じて取締役会に対して改善を
勧告する。また、コンプライアンスに関する使用者の意識を高めるため、適時に教育啓蒙
を行う。

ロ. コンプライアンス違反やその恐れのある場合を早期に発見し、またそれを未然に防止する
ため、通報を受け付ける窓口を設置して、速やかに問題を把握するよう努め、適切に対処
する。

ハ. 業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程・マニュアルなどを整備し、
運用する。

ニ. 業務執行部門から独立した内部監査部門による内部監査を実施し、適法・適切な業務運営
が行われていることを定期的に確認する。

⑥ 当会社及び当会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当会社と子会社との間においては、相互に緊密な連携を保って経営を円滑に遂行するよう

努め、グループ全体としての業務の適正及び業績の向上を目指す。
ロ. 当会社及びその子会社からなる企業集団として、グループ経営管理上必要な事項につい

て、子会社に当会社との事前協議・報告を求める社内規程を整備し、適切に運用する。
ハ. 当会社のリスク管理体制の基礎となる規程において、子会社特有のリスクの評価・検討・

対策についても必要な措置を講じるべきことを定め、グループ全体でのリスク管理を行
う。

ニ. 当会社は、子会社に対し、取締役及び使用人の職務執行の適正を確保するためにコンプラ
イアンス等に関する方針を提示し、必要な体制の整備を求める。また、当会社のコンプラ
イアンスにかかる通報受付窓口において、各子会社からの通報も受け付ける。

ホ. 当会社は、当会社の監査役が各子会社の監査役に就任し、もしくは、各子会社の監査役と
の情報交換を緊密にし、企業集団の監査の実効性を確保できる体制の整備に努める。

ヘ. 当会社の内部監査部門が、適宜、各子会社の内部監査を実施する。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役への報告に関する事項
ⅰ 取締役及び執行役員は、監査役が取締役会その他重要な会議に出席できるよう配慮し、監

査役が求める事項について取締役等から適宜報告する。また、取締役及び使用人は、監査
役の求める決裁書類及び関係資料の閲覧に応じ、必要な説明を行う。

ⅱ 取締役は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施状況及びその結果につ
いて、監査役に報告を行う。

ⅲ 監査役に対する資料提供や報告等を行ったことによって、当該報告者に対する人事上その
他の不利益な取扱いは行わない。

ロ. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
ⅰ 監査役の職務を補助する使用人の任命・異動については、監査役の意見を最大限に尊重す

る。
ⅱ 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行う。監査役を補助する

使用人を兼務する使用人は、監査役の指示業務を優先して職務に従事する。
ⅲ 監査役の職務を補助する使用人に対する人事考課においては、監査役の意見を最大限に尊

重する。
ハ. 監査役の職務の執行について生じる費用に関する事項

監査役の職務の執行について必要な費用は、当会社が負担する。

⑧ 反社会的勢力の排除に向けた取組み
　当会社は、法令及び社会規範を遵守し、良識ある企業活動を行う。市民社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め関係を持たない。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設

置しております。また、取締役、監査役については、社外取締役２名、社外監査役２名を
選任しております。

ロ. 取締役会は、原則として毎月１回開催することに加え、必要があるときは随時開催し、重
要な業務執行に関する意思決定を適時に行うとともに、各取締役の職務執行を適切に監督
しております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

ハ. 取締役は、財務報告の信頼性を確保し、また会社情報を適正かつ適時に開示するために必
要な体制を整備しております。また、その運用状況を内部監査部門が監査しております。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
　当会社は、取締役の職務の執行に関して様々な媒体で取り扱う業務上の情報について、保存
や廃棄、管理の方法、保存期間、情報システムの運用方法等を文書管理規程に定め、当該規程
に従って管理体制を整備して、情報を適切に保存・管理しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理体制の基礎となる規程としてリスク管理・コンプライアンス規程を制定しており
ます。また、四半期毎にリスク管理・コンプライアンス推進委員会を開催し、必要な措置を講
じております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 経営計画において毎年度の基本的な経営方針を定め、取締役会においてその方針に沿った

業務の進捗を適切に管理しております。
ロ. 取締役会は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役会

が決定した特定の業務領域における業務を執行させております。
ハ. 各取締役の責任・権限及び業務の基本的枠組みを明確にして、意思決定を迅速かつ適正に

行い、業務執行を効率的に行っております。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、リスク管理・コンプライアンス規

程を制定してリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、定期的及び必要に応じ
て当会社のコンプライアンスの状況を調査し、必要に応じて取締役会に対して改善を勧告
しております。また、コンプライアンスに関する使用者の意識を高めるため、適時にコン
プライアンス研修を行っております。

ロ. コンプライアンス違反やその恐れのある場合を早期に発見し、またそれを未然に防止する
ため、内部通報制度を制定して、速やかに問題を把握するよう努め、適切に対処しており
ます。

ハ. 業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程・マニュアルなどを整備し、
運用しております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

ニ. 業務執行部門から独立した内部監査部門による内部監査を実施し、適法・適切な業務運営
が行われていることをリスク管理・コンプライアンス推進委員会にて定期的に確認してお
ります。

⑥ 当会社及び当会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当会社と子会社との間においては、相互に緊密な連携を保って経営を円滑に遂行するよう

努め、グループ全体としての業務の適正及び業績の向上を目指しております。
ロ. 当会社及びその子会社からなる企業集団として、グループ経営管理上必要な事項につい

て、子会社に当会社との事前協議・報告を求めるため、関係会社管理規程を整備し適切に
運用しております。

ハ. 当会社のリスク管理・コンプライアンス規程において、子会社特有のリスクの評価・検
討・対策についても必要な措置を講じるべきことを定め、グループ全体でのリスク管理を
行っております。

ニ. 当会社は、子会社に対し、取締役及び使用人の職務執行の適正を確保するためにコンプラ
イアンス等に関する方針を提示し、必要な体制の整備を求めております。また、当会社の
コンプライアンスにかかる内部通報制度において、各子会社からの通報も受け付けており
ます。

ホ. 当会社は、当会社の監査役が各子会社の監査役に就任し、企業集団の監査の実効性を確保
できる体制の整備に努めております。

ヘ. 当会社の内部監査部門が、適宜、各子会社の内部監査を実施しております。

⑦ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役への報告に関する事項
ⅰ 取締役及び執行役員は、監査役が取締役会その他重要な会議に出席できるよう配慮し、監

査役が求める事項について取締役等から適宜報告しております。また、取締役及び使用人
は、監査役の求める決裁書類及び関係資料の閲覧に応じ、必要な説明を行っております。

ⅱ 取締役は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施状況及びその結果につ
いて、取締役会及び内部監査室を通じて監査役に報告を行っております。

ⅲ 監査役に対する資料提供や報告等を行ったことによって、当該報告者に対する人事上その
他の不利益な取扱いは行わないよう努めております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

ロ. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき専任の使用人は選任しておりませんが、内部監査室及び法務部
が実質的に監査役の補助業務を行っております。

ハ. 監査役の職務の執行について生じる費用に関する事項
監査役の職務の執行について必要な費用は、当会社が負担しております。

⑧ 反社会的勢力の排除に向けた取組み
　当会社は、法令及び社会規範を遵守し、良識ある企業活動を行っております。市民社会の秩
序や安全に脅威を与える反社会的勢力と取引関係を含め関係を持たないよう取引開始前に反社
チェックを実施しております。
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株主資本等変動計算書

(2024年４月 １日から
2025年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

その他資本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
圧 縮
積 立 金

固定資産圧
縮特別勘定

積立金
繰 越利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 714,764 797,166 － 797,166 20,000 510,000 1,839,305 － 6,576,704 8,946,009

当 期 変 動 額
圧縮積立金
の 積 立 715,413 △715,413 －

圧縮積立金
の 取 崩 △29,796 29,796 －

税率変更に
よる積立金
の 調 整 額

△32,117 32,117 －

固定資産圧
縮特別勘定
積 立 金
の 積 立

141,873 △141,873 －

利益剰余金
の 配 当 △467,718 △467,718

当期純利益 2,067,597 2,067,597

自己株式の
処 分 △10,344 △10,344

利益剰余金
から資本剰
余 金 へ の
振 替

10,344 10,344 △10,344 △10,344

当 期 変 動 額
合 計 － － － － － － 653,499 141,873 794,160 1,589,533

当 期 末 残 高 714,764 797,166 － 797,166 20,000 510,000 2,492,804 141,873 7,370,865 10,535,543

株主資本等変動計算書

 （単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株 主 資 本

純 資 産
合 計自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △198,366 10,259,573 10,259,573

当 期 変 動 額
圧縮積立金
の 積 立 － －
圧縮積立金
の 取 崩 － －
税率変更に
よる積立金
の 調 整 額

－ －

固定資産圧
縮特別勘定
積 立 金
の 積 立

－ －

利益剰余金
の 配 当 △467,718 △467,718

当期純利益 2,067,597 2,067,597
自己株式の
処 分 83,666 73,321 73,321
利益剰余金
から資本剰
余 金 へ の
振 替

－ －

当 期 変 動 額
合 計 83,666 1,673,200 1,673,200

当 期 末 残 高 △114,699 11,932,774 11,932,774

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

　個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

（２）棚卸資産
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっ
ております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

 ①　建物及び信託建物
　定額法を採用しております。ただし、1998年４月１日より前に取得した建物（建物附属設備を
除く）及び2016年４月１日より前に取得した建物附属設備については、定率法を採用しておりま
す。

②　構築物
　定額法を採用しております。ただし、2016年４月１日より前に取得した構築物については、定
率法を採用しております。

③　その他の有形固定資産
　定率法を採用しております。

④　主な耐用年数
建物及び信託建物　　２～47年
構築物　　　　　　　２～30年
機械及び装置　　　  10～17年
車両運搬具　　　　　２～ ６年
工具、器具及び備品　２～20年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
　 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいて償却しております。

（３）リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引に係る資産）
　 リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率で計上するほか、貸倒懸念
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個別注記表

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（２）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しており
ます。

（３）役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

（１）不動産管理事業
①　管理受託契約に基づく役務提供

　当社は、オーナー様との管理受託契約に基づき、プロパティマネジメントサービス、ビルメンテナ
ンスサービス及びその他の管理サービスを提供しております。
　当社のプロパティマネジメントサービスの履行義務は、管理受託契約に基づき賃料収納、入退去管
理、入居者管理等のサービスを提供することであり、当社は管理受託契約期間にわたり収益を認識し
ております。
　当社のビルメンテナンスサービスの履行義務は、管理受託契約又は顧客からの依頼に基づき清掃、
設備の保守点検等のサービスを提供することであり、当社は管理受託契約期間にわたり又は役務提供
完了時点で収益を認識しております。
　当社のその他の管理サービスの履行義務は、更新事務手続、保証会社の業務代行手続、その他の事
務手続等のサービスをオーナー様又は入居者様に提供することであり、当社は役務提供完了時点で収
益を認識しております。

②　工事契約の実施
　当社は、工期が１年以内の短期工事及び原状回復工事を実施しております。
　当社の工事の履行義務は工事の完成引渡しであり、当社は、工事完成引渡し時点で収益を認識して
おります。なお、原価回収基準については適用しておりません。

③　その他の契約に基づく役務提供
　当社のその他の契約に基づく役務提供については、それぞれの契約に応じて役務提供完了時点又は
契約期間にわたり収益を認識しております。

（２）不動産賃貸事業
　当社は不動産賃貸事業において、賃貸借契約に基づく賃料収入を計上するほか、賃貸借契約に付帯
して役務を提供しており、それぞれの契約内容に応じて役務提供完了時点又は契約期間にわたり収益
を認識しております。
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個別注記表

科　　　目 当事業年度
有 形 固 定 資 産 53,993,017
無 形 固 定 資 産 20,448

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

【追加情報】
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。
　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及
び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）及び法人税等調
整額が10,032千円増加しております。

【重要な会計上の見積りに関する注記】
１．固定資産の減損会計

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

（注）千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　上記のうち、減損の兆候がある固定資産はありません。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　減損の兆候の判定方法

　当社は、賃貸物件については個別の物件単位で、それ以外の固定資産については事業部単位でグル
ーピングを行っております。また、特定の事業に関連しない資産については共用資産にグルーピング
しております。
　当社は、上記の資産グループについて、市場価格が著しく悪化した場合、営業損益が継続してマイ
ナスの場合、その他減損が生じている可能性を示す事象がある場合に、減損の兆候を識別することと
しております。当社が、減損の兆候の判定を行うに当たり用いた市場価格及び営業損益は以下のとお
りであり、これらには一定の仮定や見積りを含んでおります。
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個別注記表

現金及び預金 38,394 千円
建物 24,706,411
信託建物 189,326
土地 21,557,524
信託土地 137,713
　　計 46,629,370

１年内返済予定の長期借入金 1,793,276 千円
長期借入金 46,912,762
　　計 48,706,039

ⅰ　市場価格
　当社は、主要な物件については不動産鑑定評価額等を、重要性の乏しい物件については固定資産
税評価額等を市場価格としております。上記には、一定の期間内において時点修正した指標を含ん
でおります。

ⅱ　営業損益
　当社は、前事業年度及び当事業年度の営業損益については、本社費配賦後の営業損益の実績を用
いております。また、翌事業年度の営業損益については、事業計画に基づく本社費配賦後の営業損
益を用いております。

②　減損の兆候の判定に用いた主要な仮定
　当社の賃貸物件の損益は、周辺の賃料相場やテナントの収支状況等の影響を受ける可能性がありま
す。当社の賃貸物件の翌事業年度の事業計画は、取得時の租税公課や大型修繕工事等の特殊要因を除
いた実績をベースに策定しており、当事業年度の経営環境、契約関係が翌事業年度も継続するとの仮
定に基づいております。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
　当事業年度末において減損の兆候がある固定資産はありませんが、上記の主要な仮定に影響を及ぼ
す事象が生じた場合には、翌事業年度において減損損失が発生する可能性があります。

【貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産

（２）担保に係る債務

－ 16 －



2025/05/27 19:39:23 / 24182411_株式会社長栄_招集通知

個別注記表

12,226,036 千円

短期金銭債権                      36,453 千円
長期金銭債権                             －
短期金銭債務                      76,422
長期金銭債務                          576

金銭債権 682 千円

営業取引による取引高
売上高 128,173 千円
売上原価 365,238
その他の営業費用 408
営業取引以外の取引による取引高 56,712

１．当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 4,473,400 株

２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 59,400 株

３．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　　2024年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しました。

① 配当金の総額 467,718千円
② １株当たり配当額 107円
③ 基準日 2024年3月31日
④ 効力発生日 2024年6月27日
⑤ 配当原資 利益剰余金

２．有形固定資産の減価償却累計額

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

４．取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務

【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高

【株主資本等変動計算書に関する注記】
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４．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
　　2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
　　提案しております。

① 配当金の総額 551,750千円
② １株当たり配当額 125円
③ 基準日 2025年3月31日
④ 効力発生日 2025年6月27日
⑤ 配当原資 利益剰余金

５．当事業年度の末日における新株予約権 (権利行使期間の初日が到来していないものを除く。) の目的と
なる株式の種類及び数

普通株式 136,100株

繰延税金資産
未払事業税 22,084 千円
賞与引当金 25,073
長期前受収益 436,302
減損損失 66,591
役員退職慰労引当金 332,582
繰延消費税等 247,009
資産除去債務 138,641
その他 51,705
繰延税金資産小計 1,319,990
評価性引当額 △60,193
繰延税金資産合計 1,259,796

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 103,261
圧縮積立金 1,140,177
固定資産圧縮特別勘定積立金 64,938
その他 115,796
繰延税金負債合計 1,424,174

繰延税金負債の純額 164,377

【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

－ 18 －
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貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金
（１年内返済予定含む）

48,758,205 48,756,772 △1,432

区分 当事業年度（千円）
関係会社株式 38,109

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については、主として金融機関
からの借入によっております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
　借入金は主に自社物件の取得を目的とした資金調達であり、物件から生じる収益で返済できるよう管
理しております。借入金は主に変動金利によっているため金利変動リスクに晒されておりますが、金利
動向を随時把握し適切に管理しております。また、借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当
社では借入金の返済額を各物件の収支差額から得られる資金の範囲内に抑えることにより適切に管理し
ております。

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

（＊１）現金及び預金については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、記載を省略しております。

（＊２）市場価格のない株式等は、上記には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下
のとおりであります。

－ 19 －
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時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 48,756,772 － 48,756,772

貸借対照表計上額 当事業年度末における時価
53,210,020 56,585,993

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す
る方法によっており、レベル２の時価に分類しております。なお、長期借入金のうち、変動金利によ
るものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないこ
とから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

【賃貸等不動産に関する注記】
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、京都市その他の地域において、賃貸用のマンション・オフィスビル・ホテル（土地を含む）を有
しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当事業年度末における時価に関し、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑

定評価書に基づく金額であります。また、重要性の乏しいものについては、一定の評価額や適切
に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく金額であります。

３．貸借対照表計上額には資産除去債務（329,413千円）を含んでおります。

－ 20 －
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報告セグメント
合計

不動産管理事業 不動産賃貸事業
顧客との契約から生じる収益
　 管理収入 1,643,989 － 1,643,989
　 工事売上 1,661,300 － 1,661,300
　 その他の売上（注） 538,614 280,111 818,725

計 3,843,904 280,111 4,124,016
その他の収益
　 家賃収入、マンスリー売上等 227,158 5,666,834 5,893,992

計 227,158 5,666,834 5,893,992
外部顧客への売上高 4,071,062 5,946,945 10,018,008

【収益認識に関する注記】
１．収益の分解情報

（単位：千円）

（注）不動産管理事業のその他の売上の内容は、仲介収入、業務委託収入、会費収入、手数料収入等でありま
す。また、不動産賃貸事業のその他の売上の内容は、家賃収入（水道料）、コインパーキング収入等であ
ります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社の契約、履行義務及び履行義務の充足時点に関する情報は、個別注記表（重要な会計方針に係る事項
に関する注記　４．重要な収益及び費用の計上基準）に記載のとおりであります。
　当社は、履行義務の充足後概ね1ヶ月以内に対価を受領しております。なお、外壁改修工事など一部の工
事契約については、履行義務の充足前に対価の一部を着手金又は中間金として受領しております。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（１）　契約負債の残高等

　契約負債は、主として工事契約について履行義務の充足前に受領した対価の一部であります。
　当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、27,497千円
であります。

（２）　残存履行義務に配分した取引価格
　当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を
省略しております。

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額         2,703円39銭
１株当たり当期純利益         471円08銭
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